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小田県が岡山県と合併
備後6郡を広島県へ移管

（明治8.12.10）

（明治4.7.14） （明治4.7.14）

明治 4 年 11 月 15 日太政官布告第 601 により山陰山陽

両道の 20 県が廃され，新たに 8 県（鳥取・濱田・島根・

北條・岡山・深津・広島・山口）が置かれた。広島県も

いったん廃され従前の管轄地の安芸国一円と備後国 8

郡を新たに引き渡された。その結果，元倉敷県管轄地が

新広島県に加わった。

また，明治 4 年 11 月 14 日に中津県は廃され小倉県と

なる。翌 11 月 15 日太政官布告〔参照〕により，小倉

県のうち「甲奴郡ノ内」は新広島県に「安那郡ノ内神石

郡ノ内」は深津県に管轄を移された。

明治 9 年 4 月 18 日太政官布告第 53 号により「北條

県ヲ廃シ岡山県へ合併同県管轄備後国ヲ広島県へ合

併」と布告され，備後 6 郡が広島県となった。現在

の広島県がここに誕生した。

明治 4 年 7 月 14 日太政官布告第 353 に

より「藩ヲ廃シ県ヲ置かれ候事」とされ

た。7 月 14 日は在京知藩事，15 日は在

藩知藩事の名代が御前に召され「藩ヲ廃

シ県ト為ス」の勅語を達せられた。

明治 5 年 6月 7日太政官布告第 171 号

「深津県庁備中国小田郡笠岡へ移さ

れ小田県ト改称相成候事」

明治 8 年 12 月 10 日太政官布告第 191

号「小田県ヲ廃シ岡山県へ合併被 仰

付候条此旨布告候事」

（明治4.7.14）

明治元年 5 月 17 日太政官第 400

「倉敷県知事被仰付候事」

（明治4.11.14）

広島県立文書館「藩から県へ 広島県の誕生」


